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政務調査費の取扱いについて

平成 18年9月25日 各会派代表者会議確認

Ⅰ 政務調査費の執行の指針

政務調査費は､地方自治法第 100条第 13項､第 14項及び福山市蘇会議員の政務

調査費の交付に関する条例に基づき､福山市議会議員の調査研究に資するため必要

なl%費の一部として､会派に対し交付されるものであるOこのため､交付された政

務調査費は,調査研究活動に要する経費に対して適切に充当されなければならないQ

また､政務調査費は,公金を充てるものであるため､その使途の透明性を確保し

て､説明責任を果たし､市民の信頼を得ていくものとする0

1 政務調査費執行に当たっての原則

政務調査費の執行に当たっては､次に掲げる項目に留意し､各会派の責任におい

て､適切に取り扱うものとする｡

① 政務調査費の目的 (市政に関する調査研究)に沿ったものであること｡

② 政務調査活動に要した金額や態様等に妥当性があることQ

③ 領収書を徴することQ(領収書を徴することができないときは､会派代表者の

支出証明書をもって代えることができるO )

④ 支出についての説明ができるよう書類等を整備しておくことQ

2 実費弁償の原則

政務調査費は,社会通念上妥当な範囲のものであることを前提として､市政に関

する調査研究に要した費用の実費 (実費弁償)に充当することを原則とするC

3 按分の原則

会派(議員)の活動は､議会活動､選挙活動､政党活動､後援会活動等､一つの活

動が､政務調査活動と他の活動の両面を有し,津然-体となっていることが多くあ

り､明確に区分することが困難な場合があるQこのため､活動に要した費用の全額

に政務調査費を充当することが不適当である場合,各活動の実績に応じた按分によ

り充当することとする｡

按分割合については､会派(議員)活動は個々で異なるため､-律の按分割合を示

すことは困難であることから､会派(議員)において､それぞれの活動割合に応じて
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合理的に説明可能であるよう適切に判断するものとする｡

4 政務弼査費が充当できない経費

① 慶弔､見舞､儀別等の交際費的軽費

② 飲食を主目的とする会合等への参加経費

③ 会派内における会議及び研修等の飲食経費

④ 選挙活動経費

⑤ 政党活動経費

⑥ 後援会活動経費 ~

⑦ 私的活動経費

⑧ その他政務調査費の目的に合致しない経費

Ⅱ 使途基準

1 自家用車のガソリン代 (燃料費)

(1)自家用車のガソリン代 (燃料費)については､会派所属議員がそれぞれ1月

に政務調査活動に使用したガソリン代 (燃料費)について 15,000円を上限と

して支出する｡

(2)自家用車の使用に当たっては､政務調査活動とそれ以外とに分けるものとす

るQ

(3)支出は1月ごとにまとめて行うものとし､支出書に支出の算式を記載するも

のとするO

(4)領収書の添付については､会派の代表者の支出証明をもって領収書に代える｡

(5)支出証明に当たって会派の代表者は､会派所属議員からそれぞれの1月のガ

ソリン代 (燃料費)について申告を受け､請求書等によって確認するものとす

る｡

(6)自家用車を使用するに当たって､有料駐車場を利用する場合,及びやむを得

ずタクシ-を利用する場合に要する経費については､(1)に規定する15,000

円の上限の内で支出する｡ただし､領収書については (4)の規定にかかわら

ず､徴するものとする｡

【具体的取扱】

○ガソリン代には､軽油 .電気等を含むQ

O政務調査活動とそれ以外の区分は申告により分ける0

○支出書の金額だけでは支出内容が不明のため､議員名を記載し,個

別の算式を支出音の支出内容欄に記載するQ
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記載例 : ○○議員 @15,000円 00議員 @107000円

○支出は定額ではなぐ､上限を定めその範囲内での実績による支出と

なるため,事後払いとする｡

○各議員の額の確認方法は､会派の責任で､各々の支払い額を確認す

ることとし､確認方法は,領収書 (請求書)で行うQ

O各議員の領収書 (請求書)は､添付 ･公開の対象外であるが､議員

個人の責任で適当期間保管 ･管琶するO
(⊃タクシー代､駐車料金は事務所費の項目で整理する0

2 電話代

(1)電話代については､固定電話及び携帯電話の使用料をあわせて､会派所属議

員がそれぞれ 1月に政務調査活動に使用した電話代について､ 15,000円を上

限として支出するO

(2)電話の使用に当たっては､政務調査活動とそれ以外とに分けるものとするO

(3)支出は1月ごとにまとめて行うものとし､支出署に支出の算式を記載するも

のとするO

(4)額収書の添付については,会派の代表者の支出証明をもって筒収書に代える｡

(5)支出証明に当たって会派の代表者は,会派所属議員からそれぞれの1月の電

話代の申告を受け､請求書等によって確認するものとする｡

【具体的取扱】

○支出対象電話は､固定電話と個人契約の携帯電話とする0

○支出対象経費は､契約費用,購入費用は隙き､通信費周のみとする｡

(インタ-ネット､ファックスを含む)

○支出書の金額だけでは支出内容が不明のため､議員名を記載し､個

別の算式を支出書の支出内容欄に記載する｡

記載例 : 00議員 @15,000円 00議員 @10,000円

○支出は定額ではなく､上限を定めその範囲内での実績による支出と

なるため､事後払いとするo

O各議員の額の確認方法は､会派の責任で,各々の支払い額を確認す

ることとし､確認方法は,領収書 (請求書)で行うo

O各議員の領収書 (請求書)は､添付 ･公開の対象外であるが､議員

個人の責任で適当期間保管 ･管理する｡

3 新聞代

(1)会派所属議員の家庭等での議員個人名義の新聞については1紙目を除いて2
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紙冒以降のものについて支出できるものとする｡

(2)新聞の種類については､所属政党発行の新聞及びスポ-y標には支出できな

い｡

(3)支出は1月ごとにまとめて行うものとする｡

(4)常収書を添付する｡

【具体的取扱】

01紙目に充当する新聞の種類は､各人の判断によるQ

O会派控室内の新聞については所属政党発行新聞の制限はないO

4 事務所費

(1)支出対象となる事務所とは,明らかに事務所としての外形 ･機能 ･実態を有

し､専ら議員が政務調査活動に使用するものについて支出することができる｡

(2)政党活動､選挙活動等としての事務所については支出できないO

【具体的取扱】

(⊃政党活動､選挙活動等と併用している場合については,按分の原

則に基づいて按分するO按分の準拠については議員各々が説明責

任を果たすこととする0

5 旅費

(1)研究研修及び調査活動に係る旅費の支出については,福山市の旅費条例の規

定に準じて支出するものとする｡

(2)旅費に係る領収書については､会派の代表者は､当該旅費を受けるべき議員

から当該旅費の領収書を徴するものとするOなお､領収書の様式は別に定めるO

【具体的取扱】

○旅費の算出については､市の旅費条例の規定に準ずる｡

○会派代表者は､各議員から当該旅費に係る額収書を徹し,支出

書に添付するものとする｡



様

但

[内訳]上記正に領収いたしまし
た金 額

摘 要交 通 費 円i
日 当

矧宿 泊 料



政務調査費の使途及び事例 (福山市譲会)

項 目 使 途 事

例1 研究研修費 会派が研究会若 しくは研修会を開催するために必要な経費 会場費､講師謝金､又は議員が他の団体の開催す 出̀席者負担金 .会

費､交通費,る研究会､研修会に参加するために要する経費 旅

費､宿泊費等 量2 調 査 旅 費ぎ 塵 憲 憲 霊警芸芸 交

通費､旅費,宿泊費等 妻i毒 会派の行 う調査研究活動のた r印刷製

本代､翻訳札 iリ-ス代等3 資料作成
費 めに必要な

資料の作成 に要す,%##i4 資料購入費 ,会派の行 う調査研究活動のた
図書代､雑誌代､新聞購読料､資料代等め

に必要な図書､資料等の購入に要する経費を5広 報 費 ii会派の調査

研究活動,薄会活動 広報紙､報告書印刷費､送料､及び市の政策 について住民に

き報告 し､周知するために要する 会場費等経費6 広 聴 費 会派が住民か らの市政及び会 会場費,印刷費､茶菓子代等 妻派の

政策等に対する要望､意見を聴取するための会議等 に要する経費

F7 人 件 費 会派の行 う調査研究活動 を補助する職員を雇用する経費8事 務 所 費 会派の行 う調査研究活動のた 事務所

の賃借料､光熱水費､∴ ∴ ∴ liめに必要な事務所の設置､管理に要する穫費9その他の



政 務 調 査 ･一 交 寸 手 続 き

交 付 申 請

交 付 決 定 通 知

- 議長を経由し市長に提tij(会派の代表者)

･政務調査費交付申請書 (様式第 5号)

提出期限 4月 1日

市長から通知

･政務調査費交付 (変更)決定通知書 (様式第 7号)

(申請書の内容に変更が生じたとき)

･政務調査費交付変更申請書 (様式第 6号)

提出期限 変更が生じた時 , 速やかに

- 市長から通知

･政務調査費交付 (変更)決定通知書 (様式第 7号)

市長に提出 (会派の代表者)

･政務調査費交付請求書 (様式第 8号)

提出期限 交付月の 5日までに提出

- 交付月 (4月, 8月, 12月)の 10日

i t交付変更決貫

政務調査費交付請求ト

政 務 調 査

費 交 付ト政柔守ノ∠コ■1

ノ∠コ石

収 支 ,報

告実 績

報 告政務調査 費の精 算 務調

査費の執行 (9頃日の

使途)預金

口座会計帳簿(筒

収菩)会派議員派遣報告書

折究研修 ･調査報告書等議

長に提出 (経理費任者)･収支報告書 (様式第 1号)添付者類 (支出青,領収薯,研究研修 ･調査報告書の写 し)

･実績報告書 (様式第 2号)



別記様式第 1号 (第 7条関係)



別紙

年度政務調査費収支報告書

会 派 名

く収 入)

科 目 金 額 (冒) 備

考1 交 付 金

2 預 金 利 息

Ii合 計

科 冒 金 額 (円

) 貞 備 考1 研 究 研 修 費

妻2 調 査 旅 費
>;

3 資 料 作 成 費

4 資 料 購 入 費 ～

5広 報 費

6 広 聴 費

7 人 件 費 ∫

≡8事 務 所 費



別記様式第 2号 (第 7条関係)

印
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別紙 1

年度政務調査費実績報告書

会派名1 研究会及び研修会 (研究研修費)

月 日 場 所 人 数 き

内 容 】⊇萱∃i育I i

I, ち

重

責i2 先進地調査及び現

地調査 (調査旅費)月 日 Z 場 所 人 数 F 内 容 ∋

阜i ら】

妻



別紙 2

3 資料の作成及び購入

(1)資料作成費

(2)資料購入費

4 広報及び広聴活動

日)広報費

(2)広聴費

5 人件費

6 事務所費

7 その他 の経費

五急



別記様式第 3号 (第 7条関係)

支 出 書

整 理 No.

i1 研究 研修 費 2 調 査 旅 費 3 資料作成 費科 目

(該 当(⊃印) 4 資料 購入費 5 広 報 費 6 広
聴 費7 人 件 費 8 事 務 所 費 9 その他

の経費金 額

円【支出年
月 日 き 年 月 日

支 出 内 容i

支 t出 先 t領 収 書(該 当○ 印) Ii育 (別紙

の領収書添

付用紙へ添付) ≡∫i- 領収書 を添誓することができないため , 上 記 の 葦内容の支出をしたことを証明する



別紙

領 収 書 添 付 用 紙

(筒収書添付欄)

※債収書が重ならないよう 1枚ずつ添付 してくださいO

支出書整理NoL



別記様式第 4号 (第 7条関係)

研究研修 ･調査報告書

年 月 日

印

的
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様 式第 5号 (第 2条 関係 )

年 月 日

福 山 市 長 様

(福 山市議会議長渡 由)

E ] 会 派 名

代表者名

年度政務調査 費交付 申請書

福 山市議会議員 の政務調査費の交付 に関す る条例施行規界j第 2

条第 1項 の規定 によ り,次 の とお り申請 します｡

会 派 の 名 称

会派結成年月日 年

月 日代 表

著 名経麺

責任著名所 属 議 員 数 人 (
月 1日現在 ) ～

所属議員 の名前



様式第 6号 (第 2条関係)

年 月 日

福 山 市 長 様

(福 山市議会議長経 由)

二_ 会 派 名

代表者名

政務調査費交付変更 申請書

福 山市議会議員の政務調査費の交付に関する条例施行規則第 2条

第 2項の規定 によ り,次のとお り申請 します｡

区 分 変 更 後 変 更

前会 派 の 名 称

代

表 音 名経理責任著名 i

所 属 議 員 数 人 人i所属議員の名

前 iilI蔓

i交 付 申 請 額
円 】



様式第 7号 (第 3粂関係)

様

18



様式第 8号 (第 4条関係)

i



福山市議会読点の政務調査費の交付に関する条例

平成 13年 3月23日

条 例 第 29 号

(趣旨)

第 1粂 この条例は､地方 自治法 (昭和 22年法律第 67号)第 100条第 13項及

び第 14項の規定に基づき､福山市議会議長の調査研究に資するため必要な経費の

-部 として､議会における会派に対 し政務調査費を交付することに閑し必要な事項

を定めるものとする｡

(交付対象)

第 2条 政務調査費は､議会における会派 (所属議員が 1人の場合を含むO以下 ｢会

派｣ という｡)に対して交付するO

(政務調査費の額)

第 3条 政務調査費は,各月1日 (以下 ｢基準 日｣という｡)における当該会派の所属

議員の数に月額 13万円を乗 じて得た額を交付する｡

(交付の方法)

第 4条 政務調査費は､年度を3期に分けて､ 1邦ごとのそれぞれの期間 (以下 ｢各

期間｣というO)の最初の月に,各期間に属する月数分をまとめて交付するOただ し､

各期間の途中において吉義貞の任期が満了する場合は､任期満了日の属する月までの

月数分を交付するものとする｡

2 各期間の途中において新たに結成された会派に対 しては､結成された 日の属する

月の翌月分 (その日が基準 日に当たる場合は､当月分)から政務調査費を交付する｡

3 基準 日において議員の辞職､失職,除名若 しくは死亡又は所属会派からの離脱が

あった場合は､当該議員は前条の所属議員に含まないものとし,同日において議会

の解散があった場合は､当月分の政務調査費は交付 しない｡

4 政務調査費の交付を受けた会派が､各期間の途中において所属議負に異動が生 じ

た場合､異動が生じた日の属する月の翌月 (その日が基準 日に当たる場合は､当月)

の末日までに,既に交付 した政務調査費の額が異動後の議員数に基づいて算定した

政務調査費の額を下回るときは,当該下回る額を追加 して交付 し､既に交付 した額

が異動後の議員数に基づいて算定 した額を上回る場合は､会派は当該上回る額を返

還しなければな らないD

5 政務調査費の交付を受けた会派が,各期間の途中において解散 した ときは､会派

は､解散の日の属する月の翌月分 (その日が基準 E]に当たる場合は.当月分)以降

の政務調査費を返還 しなければな らない｡

(使途)

第 5条 会派は､政務調査費を次に掲げる会派として行 う調査研究活動等の経費に充て

るものとするO

(1) 研究会若 しくは研修会を開催するために要する経費又は他の団体の開催する
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研究会若 しくは研修会 に参加するために要する経費

(2) 調査研究活動のために必要な先進地調査又は現地調査に要する経費

(3) 調査研究倍数のために必要な資料の作成に要する経費

(4) 調査研究活動のために必要な図書､資料等の購入に要する経費

(5) 調査研究活動､市の施策及び議会活動について住民に報告 し､周知するために

要する経費

(6) 市政及び会派の政策等 に対する市民の要望及び意見 を聴取するための会議等

に要する経費

(7) 調査研究活動を補助する職員を雇用する経費

(8) 調査研究活動のために必要な事務所の設置及び管理に要する経費

(9) 前各号に掲げるもののほか調査研究活動に必要な経費

2 政務調査費は､次に掲げるものに使用してはならない.

(1〉 交際費に充てる経費

(2) 党費その他政党活動に充てる経費

(経軍費使者)

第 6条 会派は､政務調査費に関する経理責任者を置かなければな らないO

(報告書の提出)

第 7粂 政務調査費の交付を受けた会派の経理責任者は､前年度の交付に係る政務調査

費について,収支報告等及び実席報告書を作成しなければな らないO

2 経理責任者は,前項の収支報告書及び実績報告書を毎年 4月 30日までに議長に

提出しなければな らない｡ この場合において､収支報告書には､次に掲げる書類の

写 し (以下 ｢添付書類｣ というO)を添付 しなければな らない0

日) 支出事

(2) 僚収書 (簡収事を添付することができない場合は､会派の代表者の支出を証明

する書類)

(3) 第 5条第 1項第 1号及び第 2号の経費のうち市夕吊こおける調査研究活動等 に

係るものについては､研究研修 ･調査報告音

3 政務調査費の交付を受けた会派が解散 したときは,前項の規定にかかわ らず.当

該会派の経理責任者であった者は､解散の日から起算 して 30日以内に収支報告書

及び添付署鞍並びに実績報告書を提出しなければな らないO

4 議長は､前 2項の規定により提出された収支報告書,添付書類及び実績報告書 (以

下 ｢収支報告書等｣というO)の写 しを市長に送付するものとする｡

(政務調査費の返還)

第 8条 政務調査費の交付を受けた会派がその年度において交付を受けた政務調査費

の総額から､当該会派がその年度において市政の調査研究に資するため必要な

経費として支出した総額を控除 して残余がある場合は､当該残余の額に相当す

る額の政務調査費を返遷 しなければな らない｡
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(収支報告書等の保存及び閲覧)

第 9条 議長は,収支報告署等 を､提出された日の属する年度か ら起算 して 5年間保

存 しなければな らない｡

2 何人も､議長 に対 し収支報告書等の閲覧を請求することができる｡ただし,福山

市情報公開条例 (平成 14年条例第 2号)第 6粂第 1項に規定す る不開示情報が記

録されている場合を除 く0

3 収支報告香等の閲覧に係 る手数料は無料 とし､その写 しに要する費用は閲覧を請

求 した者の負担 とするO

(委 任)

第 10粂 この条例の施行に閑 し必要な事項は.規則で定めるO

附 則

この条例は,平成 13年 4月 L日か ら施行するO

附 則 (平成 14年 6月 26日条例第 30号)

この条例は､公布の日か ら施行する｡

附 則

(施行期 日)

1 この条例は,平成 18年 10月 1日か ら施行する｡

(経過措置)

2 改正後の第 3条の規定は､この条例の施行の日 (以下 ｢施行 日｣という.)の属す

る月以後の月分 として交付 された政務調査費について適用 し,同月前までの月分 と

して交付された政務調査費については､なお従前の例によるO この場合において､

改正前の同条の規定に基づき同月以後の月分 として交付された政務調査費は､改正

後の同条の規定に基づ く政務調査費の内払いとみなす0

3 改正後の第 7条の規定は､施行 日以後に支出される政務調査費について適用 し,

施行 日前までに支出された政務調査費については､なお従前の例 によるO
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○福山市議会議員の政務調査費の交付に関する条例施行規則

平成 13年 3月 30Eき

規 則 第 28 号

(趣旨)

第 1条 この規則は､福 山市議会議員の政務調査費の交付に関する条例(平成 13年条例第

29号｡以下 ｢条例｣ というO)の施行 に関し必要な事項 を定めるものとする｡

(交付 申請)

第 2条 政務調査費の交付 を受 けよ うとする会派の代表者は,毎年度政務調査費交付 率諸

寄を当該年度の開始までに議長 を経 由し､市長に提出しなければな らない｡ただ し､

年度の途 中において新たに会派 を結成 したときは､この限 りでない0

2 会派の代表者は､前項の申請書の内容 に変更が生 じたときは､速やかに政務調査費交

付変更申請書を議長 を経由し,市長に提出 しなければな らないO

(交付決定)

第 3条 市長は､前条各項の規定によ り申請書が提出された ときは､当該会派についてそ

の年度に交付すべき政務調査費の総額を決定 し､当該会派の代表者に政務調査費交付決

定通知書又は政務調査費交付変更決定通知書によ り通知するもの とするQ

(交付請求)

第 4条 会派の代表者は､条例第 4粂第 1項に規定する各期間の最初の月(以下 ｢交付月｣

という｡)の 5日(その 日が､福 山市の休 日を定める条例(平成元年条例第 29号)第 ュ条

第 1項に規定する休 日に当たるときは､これ らの日の翌 日)までに政務調査費交付請求書

を市長に提出しなけれ ばな らないDただ し､市長が特 に理 由があると認めるときは､こ

の限 りでないQ

(交付の方法)

第 5条 政務調査費は,交付月の 10日(その日が､福山市の休 日を定める条例第 1条第 1

項に規定する休 日に当たるときは､ これ らの日の翌日)に交付するものとするOただ し.

市長が特に認めるときは､交付 日以外の日に交付することができる｡

(政務調査費の経理)

第 6条 会派は､政務調査費に係る会派代表者名義の預金 口座及び会計帳簿を備 えなけれ

ばな らない｡

2 経理資佳肴は､政務調査費の経理の状況を常に明確 にするとともに､支出番によ り支

出を行わなければな らない｡

(収支報告事等の様式)

第 7条 条例に規定する書類の様式は､次の各号に掲げる区分に従 い,当該各号に定める

ところによる｡

(1)条例第 7条第 1項の収支報告書 別記様式第 1号

(2)条例第 7条第 1項の実績報告書 別記様式第 2号

(3)条例第 7条第 2項第 1号の支出署及び同項第 2号

の支出を証明する晋類 別記様式第 3号

(4)条例第 7条第 2項第 3号の研究研修 ･調査報告書 別記様式第 4号
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(会計帳簿等の保存)

第 8条 政務調査費を受けた会派の言経理責任者は､第 6条に規定する預金 口座の証書､会

計帳簿及び支出書並びに常収署のほか政務課蜜費の収支に係 る証拠書額 を条例第 7条の

規定によ り収支報告書等を議長に提出した 日の属する年度か ら起算 して 5年間保存 しな

ければな らない｡

(収支報告書等の閲覧)

第 9条 条例第 9条第 2項の規定による収支報告書等の閲覧は､収支報告著等 を議長に提

出すべき期間の末 日か ら起算 して30日を経過する日の翌 日か らすることができるO

2 条例第 9条第 3項に規定する収支報告書等の写 しに要する費用の額は,市長が別に定

める0

3 前 2項に定めるもののほか､収支報告書等の閲覧及び写 しの交付に関 しその他必要な

事項は,議長が別 に定めるC

(書類の様式)

第 10条 第 2条か ら第 4条 までに規定する書類の様式は,市長が別に定める｡

附 則

この規則は,平成 13年 4月 1日か ら施行するO

附 則

この規則は､平成 18年 10月 1日か ら施行する｡

24



政務調査費収支報告書等の写しの交付費用徴収要綱

(趣旨)

第 1粂 福山市議会議員の政務調査費の交付に関する条例施行規則 (平成 13年

規則第 28号)第 9条第 2項の規定に基づき,収支報告書等の写 しの交付に係

る費用 (以下 ｢実費｣ というO)について必要な事項を定めるものとする.

(徴収方法)

第 2条 実費は,写しの交付の際に,次条に規定する徴収基準に基づき算定され

た額を現金で徴収するものとする｡

(徴収基準)

第 3粂 実費の徴収基準は,別表に定めるとお りとする｡

2 前項によりがたい場合は,写しの作成に要する費用を実費とする｡

3 写しの作成はフ市長が指定する器材をもって行 うものとするo

(領収)

第 4条 納付者の求めがあるときは,領収証を交付するものとするO

附 則

この要綱は, 2006年 (平成 18年) 10月 1日から施行する｡

別表 (第 3粂関係)

公文書の種類 写 し に 要 す る 費 用 の

額1 文書,図画及び写真 (1)日本工業規格A3判 までの大きさのも

の片面に

つき 10円(2)日本工業規格A3判を超えA2判

までの大きさのもの片

面につき40円(単色刷 りのもの) (3)日本工業規格A2判を超え
Al判までの大きさの

もの片面につき80円(4)日本工業規格A 1判を超えAO判までの大きさ

のもの片面につき 160円2 文書,図画及び写真 日本工業規格A3
判までの大きさのもの片面につき

(多色刷 りのもの) 150円套3 前各項に掲 げる以外
のも



政務調査費収支報告書等の閲覧及び写しの交付要綱

(趣旨)

第 1条 福山市議会議員の政務調査費の交付に関する条例施行規則 (平成 13年

規則第 28号)第 9条第 3項の規定に基づき,収支報告書等の閲覧及び写しの

交付 (以下 ｢閲覧等｣という｡)について必要な事項を定めるものとするO

(閲覧等)

第 2条 閲覧等をする者は,政務調査費収支報告書等の閲覧等請求書 (様式第 1

号)に必要事項を記載しなければならない｡

2 閲覧等は,冨義長の指定する場所で,福山市の執務時間に関する規則 (平成

元年規則第 24号)に規定する執務時間中にしなければならない｡

3 収支報告書等は,前項の場所以外に持ち出すことができないQ

4 収支報告書等は,丁重に取 り扱い,破損,汚損,加筆等の行為をしてはな

らない｡

5 収支報告書等の閲覧及び写 しをとる者は,職員の必要な指示に従わなけれ

ばならない0

6 議長は,前各項のいずれかの規定に遷反すると認められる者に対しては,

その閲覧又は写しを中止させ , 又は禁止することができるO

附 則

この要綱は, 2006年 (平成 18年) 10月 1日から施行する｡
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様式第 1号 (第 2条関係)

政務調査費収支報告書等の閲覧等請求書

福山市議会議長 様

福山市議会議員の政務調査費収支報告書等の閲覧等を請求 しますO

請 求 年 月 日 年 月 日

請 求 者 名 前

i請 求 者 住 所

i t閲覧請求 書類 名 書類 ト

及 び 年 度 年度i写 しの交付請求書類名

及 び 年 度 等


